
約327, 000 千円

仕 様 書 （ 随 時 監 理 用 ）

徳島県海部郡海陽町

本業務の対象と なる 工事（ 以下「 対象工事」 と いう 。 ） は、 下記のと おり と する 。

経費+税込

令和7年度 蛇王運動
公園野球場照明設備新
設工事

乙は、 本業務を 履行する にあたり 業務担当職員を定める も のと する 。 ま た、 乙は業務担当職
員のう ちから 監督員の業務を分担する 者を定め甲に通知し 、 その承諾を得る も のと する 。

令和7年度　 蛇王運動公園野球場照明設備新設工事監理業務

乙は、 工事監理にあたり 、 設計、 施工内容上疑義が生じ た場合は、 直ちに町の監督員（ 以下
「 町監督員」 と いう 。 ） に通知し 、 町監督員及び町が必要と 認めて派遣する 設計者と 協議の
う え、 適切に監理を行う も のと する 。

その他、 こ の仕様書に定める 業務の処理に関し て疑義が生じ た場合は、 速やかに甲乙協議し
て定める も のと する 。

( 2)

( 4)

( 3) 契約書によ る

備　 考工事予定額（ 千円）

１ ． 総則

( 1)

業務概要2．

( 2) 委託者（ 以下「 甲」 と いう 。 ） は、 対象工事の監督員業務のう ち、 本仕様書で定める 業務に
ついて乙に委託する 。

( 3)

( 4)

( 5)

受託者（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、 設計図書（ 図面、 工事仕様書等（ 閲覧補足説明書及び同
書に対する 質問回答書を 含む、 以下同じ 。 ） をいう 。 以下同じ 。 ） 、 工事請負契約書及び関
係法令の内容について熟知の上、 工事現場の状況に精通し 、 工事が完全に施工さ れる よ う 公
正な立場に立っ て、 かつ責任をも っ て以下の監理業務を行う も のと する 。

委 託 業 務 名

業 務 箇 所

令和9年2月25日

契約日の翌日から

業務対象工事

工　 　 事　 　 名　 　 等 予　 定　 工　 期

( 1)

履 行 期 間



設計監理業務
　

　

　

現場監理業務
　 設計図書に基づく 工程の管理・ 立会い・ 工事施工状況の検査及び工事材料の試験若し く は検査。

　

　

　

　

　

　

　

　

総括担当職員（ １ 名以上）

担当職員（ 建築担当職員、 設備担当職員　 各１ 名以上　 ただし 上記（ １ ） 以外の者と する 。 ）

３ ． 業務内容

設計図書に基づいて、 工事請負業者が作成する 各種施工図・ 模型・ 材料・ 仕上げ見本及び
機器製作図の検討及び承諾。

対象工事の竣工検査及び部分払い検査に対する 協力。

ア 設計意図を 工事請負業者に正確に伝える ために、 必要な打ち合わせ及び図面等の作成。

イ

設計変更が生じ た場合の、 町監督員等と の協議並びに設計変更図書の作成及び工事費の積
算。

ウ

工事に関連する 関係諸機関と の協議。

( 2)
ア

イ

ウ

( 1)

関連する ２ 以上の工事における 工程等の調整。

ク

ケ

オ

カ

契約の履行に関し 、 町監督員が工事請負業者に対し て行う 指示・ 承諾又は協議についての
事前の検討。

エ

業務担当職員の種別及び資格等

契約図書に基づき 、 工事請負業者から 町監督員に提出さ れる 書類等の整理。

工事に関する 官公署への提出書類等の作成

( 1)

町監督員と の工事請負業者・ 関係機関等と の連絡。

工事の内容に変更等の必要がある と 認めら れた場合、 その理由及び事項の報告。

キ

４ ．
業務担当職員は次のと おり と する 。

( 2)

　 総括担当職員は、 一級建築士の資格を 有し （ ただし 、 甲の承諾を 得たと き は、 こ の限り で
ない。 ） 、 かつ対象工事全般についてその設計図書を 掌握し 、 工事の施工監理について高度
の技術・ 経験及び能力を 有する も のと する 。

　 担当職員は工事について、 その設計意図を 充分に理解し 、 設計内容に精通する と 共に、 工
事の施工監理について相当の経験と 能力を有する も ので、 大学卒業後５ 年以上又はそれと 同
等の経験を 有する も のと する 。



甲は町監督員を 定め乙に通知する 。

乙の担当職員と 町監督員の上記以外の処理業務については、 別表「 工事監理業務処理要領
表」 によ る も のと する 。
なお、 別表に定めのない事項については、 甲乙協議のう え実施する も のと する 。

( 2) 甲は対象工事について、 工事請負契約の締結又は変更を行った場合、 若し く は工事請負業者
に対し て、 こ の業務に関する 内容の指示を与えたと き は、 遅滞なく 乙にその内容を 通知する
も のと する 。

５ ． 業務の処理要領

( 1)

ウ 部分引渡し 時
○委託業務部分引渡し に係る 検査請求書
○工事進行写真、 監理日誌、 打合せ簿及び各種記録簿

エ

( 3) 乙は、 業務の経緯及び履行状況が確認でき る よ う に、 必要な図書及び記録を整理し 、 町監督
員の指示によ り 直ちに提出する も のと する 。

( 4) 乙は、 業務を処理し た場合は、 その都度、 その概要を 文書によ り 町監督員に報告する も のと
する 。

( 5)

( 6) 乙は、 甲に下記の書類を 提出する も のと する 。
なお、 様式については甲の指示によ る も のと する 。

記

ア 着手時
○委託業務担当職員選任届

イ 各月末（ 翌月の７ 日ま でに提出）
○工事監理状況報告書

( 2) こ の業務を 行う に必要な業務資料は、 貸与又は閲覧する こ と ができ る 。 貸与さ れたも のは業
務完了時に、 速やかに返却する も のと する 。

完了時
○委託業務完了検査請求書
○工事竣工及び完了写真、 監理日誌、 打合せ簿及び各種記録簿
○工事監理業務処理結果表

オ 随時
○別表「 工事監理業務処理要領表」 で定めら れた報告書類
○その他必要な書類

( 3) 年度末及び部分引渡し 時には、 工事の出来高に応じ 、 各年度の契約額の範囲内で部分引渡し
に係る 業務委託料の支払いをする こ と ができ る 。

６ ． 貸与品、 その他

( 1) 対象工事の設計図書に定めら れた監督員事務所及びその備品のう ち、 町監督員の指定する も
のは、 こ の業務に関し 無償で使用する こ と ができ る 。 こ れら の貸与品は、 善良な管理者の注
意をも って使用し なければなら ない。



別表

施工体系図

施工体制台帳

主要資材発注先名簿

工事カルテ ＣＯＲＩＮＳ

官公署手続検査合格書

工事部分払検査請求書

次期旬間工事予定表

工事進捗状況報告書

材料品検収願 出荷証明等

同等品使用願

工事報告（進達質疑）書

各種保険証 火災、工事

各種測定結果表

事故報告書

工場中止・解除通知

工事延伸願い

手直完了報告書

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1. 書類関係

工事着工届 ○

○

○

技能資格者証明

工事用電力設備保安責任者

協

議

確

認

○

施工管理技術者

監理技術者選任届

現場代理人・主任技術者

指

示

立

会

承

諾

業務担当職員

立

会

検

査

調

査

報

告

○

○

○

工事工程表 ○

○

○

○

○ ○

○

○

△ ○ ○ △

○

○

△ ○ ○ △

△ ○

○

○

○ ○ ○ △

○

○

○ △ ○

○

○ ○

○

○

○

○

○

同

意

検

査

確

認

○ ○

○

△

○

工事監理業務処理要領表

備　　考処

理

町 監 督 員
　　　　　　　処 理 区 分

 業 務 事 項

○○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○○

消防署、労基局、
警察署、保健所等

○

○

○

○

○ ○

○

○

○○ ○

○

○

○

○

○

○ △

○

○

技術者台帳

電気保安技術者

○



別表

工事竣工検査請求書

完成図その他

工事写真

２. 準　　備

敷地調査

実施工程表

総合施工計画書

施工図

現寸図

試験計画書

３. 材　　料

調合表

材料・製品

材料・製品検査（試験）

工場検査

４. 施　　工

施工一般 １工程毎

工法提案

ベンチマーク

地縄張り

遣りかた

墨出検査

文化財発見

根切り完了

機器製作図

△

○

△

○○

△ ○

△

△ ○

○

○

△ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ △ ○

○

○ ○ ○

○ ○

△ ○ ○

指

示

承

諾

報

告

○

△

△ ○

○

○○

△

△

○

△△ ○○

○

○

△

△

○

○

○

△

△

△

△

監督員事務所 ○△

○

施工計画書 △ ○

○ ○

○

○

○

△ ○

△

△

手

続

検

査

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

確

認

検

査

協

議

△

○

○

確

認

同

意

調

査

○

△

立

会

　　　　　　　処 理 区 分

 業 務 事 項

業務担当職員 町 監 督 員

備　　考

△

立

会

○

○

○

○

○

△

△○

△

○

○ ○

○

○○

○

○ ○ △ ○

△



別表

発生材処理

杭打工事

載荷試験

鉄筋組立

鉄筋超音波探傷試験

コンクリート打

鉄骨超音波探傷試験

鉄骨締付建方

機器搬入取付

各工事区分間の調整

埋設物等の重要な施工

設備機能試験

機能検査（調整含む）

施工見本

仕上材及び色

公害関係

部分払検査

官公署竣工検査

竣工検査

手直し検査

凡例：△　必要とする場合

（注）立会等 の用語の定義は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書による

○

○

○

○

○ ○ △

△

○

△ ○

○ △

△ △

○

○△

○

○ △

△ ○

△

○

△

△ △ △ △

△

○○○

○

○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○ △

○

○ ○

○

○ ○

○

○

△

○ ○ ○

△

○

○

○

立

会

○

△

△

△○

○

○

○ ○ △○

○ ○

○ ○ ○

備　　考立

会

指

示

承

諾

確

認

検

査

　　　　　　　処 理 区 分

 業 務 事 項

業務担当職員 町 監 督 員

同

意

確

認

検

査

手

続

協

議

△

△

△

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

調

査

報

告

○

△

○


